
※　非課税世帯については、物価高騰対策に伴う上乗せ支給として、上記金額に6,000円を加算した額を支給します。
※　基準日現在、保護者等が県外にお住いの場合は、お住まいの都道府県に申請してください。
※　２人以上の高校生等がいる場合は、それぞれ在学する学校への申請が必要です。
※　私立に通う高校生等の場合、支給額が異なります。

奨学のための給付金支給対象者診断チャート【国公立の場合】

【新入生】

【在校生】

いいえ

はい

現在、在学する高等学

校等に令和８年４月１

日以降に入学しました

か。

はい
日本国籍を有していま

すか。

〇所得要件【新制度】

該当する世帯の区分はどれですか。

（保護者等全員の所得割額の合算額が以下の基準に相当する世帯）

Ａ 非課税（０円）

Ｂ 105,500円未満（Ａを除く）

Ｃ 264,500円未満かつ扶養する子が３人以上（Ａ及びＢを除く）

該当する在留資

格等の区分はど

れですか。

・特別永住者

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

・家族滞在

・上記以外

（留学を除く）

・留学

日本に永住

する意思が

ありますか。

はい

①・②のいずれにも該

当しますか。

①日本の小学校及び中

学校を卒業した。

②日本に就労して定着

する意思がある。

いいえ

支給対象外

【Ａ】50,500円

【Ａ】32,300円

【Ｂ】全日制･定時制 143,700円

通信制 50,500円

専攻科に在

学していま

すか。

【Ｂ】16,830円

【Ｃ】12,630円

〇所得要件【新制度】

該当する世帯の区分はどれですか。

Ａ 生活保護世帯

（保護者等全員の所得割額の合算額が以下の基準に相当する世帯）

Ｂ 非課税（０円）（Ａを除く）

Ｃ 105,500円未満 （Ａ及びＢを除く）

Ｄ 182,500円未満 （Ａ、Ｂ及びＣを除く）

【Ｃ】全日制･定時制 47,900円

通信制 16,830円

【Ｄ】全日制･定時制 35,930円

通信制 12,630円

専攻科に在

学していま

すか。

はい

〇所得要件【旧制度】

該当する世帯の区分はどれですか。

Ａ 生活保護世帯

Ｂ 住民税非課税世帯（０円）（Ａを除く）

【Ａ】32,300円

【Ｂ】全日制･定時制 143,700円

通信制 50,500円

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

〇所得要件【旧制度】

該当する世帯の区分はどれですか。

（保護者等全員の所得割額の合算額が以下の基準に相当する世帯）

Ａ 非課税（０円）

Ｂ 105,500円未満（Ａを除く）

Ｃ 264,500円未満かつ扶養する子が３人以上（Ａ及びＢを除く）

【Ａ】50,500円

【Ｂ】10,100円

【Ｃ】10,100円

はい

日本国籍を有していま

すか。

〇所得要件【新制度】

該当する世帯の区分はどれですか。

（保護者等全員の所得割額の合算額が以下の基準に相当する世帯）

Ａ 非課税（０円）

Ｂ 105,500円未満（Ａを除く）

Ｃ 264,500円未満かつ扶養する子が３人以上（Ａ及びＢを除く）

該当する在留資

格等の区分はど

れですか。

・特別永住者

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

・家族滞在

・上記以外

（留学等）

日本に永住

する意思が

ありますか。

はい

①・②のいずれにも該

当しますか。

①日本の小学校及び中

学校を卒業した。

②日本に就労して定着

する意思がある。

いいえ

【Ａ】50,500円

【Ａ】32,300円

【Ｂ】全日制･定時制 143,700円

通信制 50,500円

専攻科に在

学していま

すか。

【Ｂ】16,830円

【Ｃ】12,630円

〇所得要件【新制度】

該当する世帯の区分はどれですか。

Ａ 生活保護世帯

（保護者等全員の所得割額の合算額が以下の基準に相当する世帯）

Ｂ 非課税（０円）（Ａを除く）

Ｃ 105,500円未満 （Ａ及びＢを除く）

Ｄ 182,500円未満 （Ａ、Ｂ及びＣを除く）

【Ｃ】全日制･定時制 47,900円

通信制 16,830円

【Ｄ】全日制･定時制 35,930円

通信制 12,630円

専攻科に在

学していま

すか。

はい

〇所得要件【旧制度】

該当する世帯の区分はどれですか。

Ａ 生活保護世帯

Ｂ 住民税非課税世帯（０円）（Ａを除く）

【Ａ】32,300円

【Ｂ】全日制･定時制 143,700円

通信制 50,500円

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

〇所得要件【旧制度】

該当する世帯の区分はどれですか。

（保護者等全員の所得割額の合算額が以下の基準に相当する世帯）

Ａ 非課税（０円）

Ｂ 105,500円未満（Ａを除く）

Ｃ 264,500円未満かつ扶養する子が３人以上（Ａ及びＢを除く）

【Ａ】50,500円

【Ｂ】10,100円

【Ｃ】10,100円


